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 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年２月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第５号 

 会計年度任用職員の任用等に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第６号 

 世田谷区契約事務規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第７号 

 池尻２丁目体育館の世田谷区公共施設利

用案内システムによる利用手続に関する

規則 

世田谷区規則第８号 

 世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第９号 

 世田谷区立産後ケアセンター条例の一部

を改正する条例の施行期日を定める規則 

世田谷区規則第10号 

 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整

備に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第11号 

 世田谷区みどりの基本条例施行規則の一

部を改正する規則 

                    

   会計年度任用職員の任用等に関する

規則の一部を改正する規則 

 会計年度任用職員の任用等に関する規則

（令和元年10月世田谷区規則第41号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第５項各号列記以外の部分中「要

件」の次に「（前年度に公募による選考で任

用された者にあっては、第１号から第４号

までに掲げる要件）」を加え、同項第５号中

「前々年度及び前年度に会計年度任用職員

に任用されていた者にあっては、当該任用

されていた期間における人事評価の結果が

良好である」を「直近２回の人事評価の結

果（会計年度任用職員の職に任用されてい

た期間のものに限る。）が不良でない」に改

める。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 会計年度任用職員の任期が前項に規定

する期間に満たない場合には、任命権者

が別に定めるところにより、当該会計年

度任用職員の勤務実績を考慮した上で、

当該期間の範囲内において、その任期を

更新することができる。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区契約事務規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区契約事務規則（昭和39年３月世

田谷区規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

 第49条を次のように改める。 

（貸付料の納付時期） 

第49条 財産の貸付料は、前納させなけれ

ばならない。ただし、区長が特別の理由

があると認めるときは、納付すべき期限

を別に指定することができる。 

２ 財産の貸付料は、貸付期間が６月以上

にわたるとき、又は区長が特別の理由が

あると認めるときは、分割して定期に納

付させることができる。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の第49条の規定

は、施行日以後に締結する契約に係る貸

付料の納付についで適用し、施行日前に

締結した契約に係る貸付料の納付につい

ては、なお従前の例による。 

                    

   池尻２丁目体育館の世田谷区公共施

設利用案内システムによる利用手続

に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、池尻２丁目体育館（以

下「施設」という。）について、区民等の

団体による世田谷区公共施設利用案内シ

ステム（以下「けやきネット」という。）

を使用した利用の手続に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

 ⑴ 名称 池尻２丁目体育館 

 ⑵ 位置 東京都世田谷区池尻二丁目４

番５号（産業活性化拠点施設

内） 

（利用日等） 

第３条 けやきネットを使用して手続を行

う場合の施設の利用日時は、別表第１に

定める利用日及び利用時間のうち施設が

産業活性化拠点事業（前条第２号に規定

する産業活性化拠点施設において行う事

業をいう。）等で使用されない日時とする。 

（利用の目的） 

第４条 施設の利用目的は、ダンス、武道

その他の屋内スポーツとする。 

（利用することができる者） 

第５条 施設を利用することができる者は、

世田谷区公共施設の共通使用手続に関す

る条例（平成30年３月世田谷区条例第19

号。以下「条例」という。）第３条第１項

に規定する利用者登録（以下「利用者登

録」という。）を受けた団体のうち、次に

掲げる要件を満たす団体（以下「利用者

団体」という。）とする。 

 ⑴ 構成員の２分の１以上が区内に住所

を有し、在勤し、又は在学する者であ

ること。 

 ⑵ 構成員の総数が５人以上であること。 

（利用者登録及び利用者登録の取消し） 

第６条 条例第３条から第５条までの規定

は、施設の利用者登録について準用する。 

２ 前項において準用する条例第５条第１

項第３号の規則で定める場合は、第12条

第１項各号及び第２項各号並びに第14条

各号の規定に該当したときとする。 

（利用の手続） 

第７条 施設を利用しようとする利用者団

体は、次条から第16条までの規定により、

利用の申請等の手続を行うものとする。 

（利用の希望の申出） 

第８条 施設を利用しようとする利用者団

体のうち、区内在住者団体（利用者団体

であって構成員の２分の１以上が区内に

住所を有する者であるものをいう。以下

同じ。）は、施設の利用を希望する日の属

する月の１月前の月の初日から４日まで

の間に施設の利用の希望を申し出ること

ができる。 

２ 前項の規定による利用の希望の申出に

係る受付時間は、午前７時から午後12時

までとする。ただし、区がけやきネット

を施設又は条例第２条第１項に規定する

けやき施設（以下「けやき施設」という。）

の利用者の使用に供するために設置した

端末機を使用して行う場合の当該受付時

間については、当該端末機を設置した施

設又はけやき施設の開館時間とする。 

３ 第１項の規定による利用の希望の申出

をしようとする区内在住者団体は、当該

申出の時において利用者登録を受けてい

なければならない。 
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４ 第１項の規定による利用の希望の申出

において、施設の利用を希望することが

できる日は、利用者登録の有効期間内の

日に限るものとする。 

５ 第１項の規定による利用の希望の申出

は、次に掲げる事項を記載した書面を区

長に提出する方法その他区長が相当と認

める方法により行うものとする。 

 ⑴ 利用を希望する団体の名称並びにそ

の代表者の住所及び氏名 

 ⑵ 申出をする者の氏名 

 ⑶ 利用を希望する施設 

 ⑷ 利用を希望する日時 

 ⑸ 利用の目的 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認めた事項 

６ 区長は、第１項の規定による利用の希

望の申出があったときは、施設の利用予

定者を決定するものとする。この場合に

おいて、利用の希望が重複したときは、

抽選により利用予定者を決定するものと

する。 

（利用の申請） 

第９条 施設を利用しようとする者は、区

長に利用の申請をしなければならない。 

２ 前項の規定による利用の申請をしよう

とする者は、当該申請の時において利用

者登録を受けていなければならない。 

３ 第１項の規定による利用の申請におい

て、施設を利用しようとすることができ

る日は、利用者登録の有効期間内の日に

限るものとする。 

４ 前条第１項の規定により施設の利用の

希望の申出をした者であって、同条第６

項の規定により利用予定者と決定された

ものについては、当該申出を第１項の規

定による利用の申請とみなす。 

５ 前条第５項の規定は、第１項の規定に

よる利用の申請について準用する。この

場合において、同条第５項第１号中「利

用を希望する」とあるのは「利用しよう

とする」と、同項第２号中「申出」とあ

るのは「申請」と、同項第３号及び第４

号中「利用を希望する」とあるのは「利

用しようとする」と読み替えるものとす

る。 

（利用の申請期間） 

第10条 前条第１項の規定による施設の利

用の申請（同条第４項の規定により施設

の利用の申請とみなされたものを除く。）

の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める期間とする。 

 ⑴ 優先申請期間 利用しようとする日

の属する月の１月前の月の６日から11

日まで 

 ⑵ 一般申請期間 利用しようとする日

の属する月の１月前の月の12日から利

用しようとする日の前日（区長が特に

支障がないと認めたときは、利用の当

日）まで 

２ 優先申請期間は、区内在住者団体に限

り申請することができる。 

３ 第８条第２項の規定は、施設の利用の

申請の受付時間について準用する。 

（利用の承認） 

第11条 区長は、第９条の規定による施設

の利用の申請（以下この条において「利

用の申請」という。）を受けたときは、ま

ず、同条第４項の規定により施設の利用

の申請とみなされたものを優先して承認

するものとし、次いで優先申請期間に受

けた利用の申請を優先して承認するもの

とする。 

２ 区長は、優先申請期間及び一般申請期

間に受けた利用の申請については、それ

ぞれその申請の順序により承認を決定す

る。 

（利用の不承認） 

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該

当するときは、施設の利用を承認しない

ものとする。 

 ⑴ 営利を目的とするとき。 

 ⑵ 秩序を乱すおそれがあるとき。 

 ⑶ 施設の利用の目的又は内容が暴力団

（世田谷区暴力団排除活動推進条例

（平成24年12月世田谷区条例第55号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）の組織としての活動を助長

し、又は暴力団の組織としての運営に

資することとなるおそれがあるとき。 

 ⑷ 施設の管理上支障があるとき。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認めたとき。 

２ 区長は、施設を利用しようとする者が、

これまでの利用について次の各号のいず

れかに該当しているときは、利用を承認

しないことができる。 

 ⑴ 正当な理由がなく利用の承認を受け

た施設を使用しなかったとき。 

 ⑵ 利用料を納付していないとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、この規

則の規定に著しく違反したと区長が認

めたとき。 

（利用の条件） 

第13条 区長は、第11条の規定により利用

の承認を受けた者（以下「利用者」とい

う。）に、次の各号に掲げる事項を利用の

条件として遵守させるものとする。 

 ⑴ 利用に際しては、施設の利用に関す

る注意事項及び係員の指示に従うこと。 

 ⑵ 係員から利用者登録カードの提示を

求められた場合はこれを提示すること。 

 ⑶ 利用時間内に利用を終了し、利用を

終了したときは直ちに施設を原状に回

復すること。 

 ⑷ 利用を承認された場所以外は利用し

ないこと。 

 ⑸ 第４条の利用目的以外で施設を利用

しないこと。 

 ⑹ 利用者以外の者に施設を利用させな

いこと。 

 ⑺ 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこ

と。 

 ⑻ ごみを持ち帰ること。 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、区長が

特に指示する事項 

（承認の取消し等） 

第14条 区長は、利用者が次の各号のいず

れかに該当するときは、利用の承認を取

り消し、又は利用を停止するものとする。 

 ⑴ 利用の目的又は利用の条件に違反し

たとき。 

 ⑵ この規則又は条例の規定に違反した

とき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が

必要があると認めたとき。 

（利用料） 

第15条 利用者は、区長が指定する日まで

に、別表第１に定める利用料を納付しな

ければならない。 

（キャンセル料） 

第16条 利用者は、その利用の申請を撤回

するときは、区長が指定する日までに、

別表第２に定めるキャンセル料を納付し

なければならない。ただし、区長が特に

認めた場合は、この限りでない。 

２ 利用者が、前項の規定による利用の申

請の撤回をすることなく、当該承認に係

る施設の利用をしなかったときは、当該

施設の利用予定日の当日に同項の規定に

よる撤回をしたものとみなす。 

（委任） 

第17条 この規則の施行に関し必要な事項

は、区長が別に定める。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項及び附則第３項の規定は、同年

３月１日から施行する。 

２ 施設の利用（施行日以後の利用に限る。）

の承認を受けようとする者は、施行日前

においても、この規則の規定の例により、

その承認に係る利用の希望の申出又は申

請を行うことができる。 

３ 区長は、前項の利用の希望の申出又は

申請があった場合には、施行日前におい

ても、この規則の規定の例により、その

承認をすることができる。 

別表第１（第３条、第15条関係） 

利用日 利用時間 利用料 

１月１日から

同月３日まで

及び12月29日

から同月31日

までを除く日 

午前９時

から午後

９時まで 

１時間につき 

  320円 

別表第２（第16条関係） 

撤回した日 キャンセル料 

利用予定日の８日

以上前 

０円 

利用予定日の６日

前から７日前まで 

支払うべき利用料の

２割に相当する額 

利用予定日の３日

前から５日前まで 

支払うべき利用料の

５割に相当する額 

利用予定日の１日

前から２日前まで 

支払うべき利用料の

８割に相当する額 

利用予定日の当日 支払うべき利用料の

10割に相当する額 

備考 10円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。 

                    

   世田谷区清掃・リサイクル条例施行

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

（平成12年３月世田谷区規則第39号）の一

部を次のように改正する。 

 第31号様式から第33号様式まで、第35号

令和７年３月21日（第768号）
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様式、第36号様式、第40号様式、第57号様

式、第58号様式及び第62号様式中
「

」

を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立産後ケアセンター条例の

一部を改正する条例の施行期日を定

める規則 

 世田谷区立産後ケアセンター条例の一部

を改正する条例（令和６年12月世田谷区条

例第57号）の施行期日は、令和７年３月６

日とする。 

                    

   世田谷区建築物の建築に係る住環境

の整備に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整

備に関する条例施行規則（平成14年３月世

田谷区規則第15号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条第２項第９号中「第34条第１項」

を「第29条第１項」に、「第36条第１項」を

「第31条第１項」に改める。 

 第８条第１項第４号中「前３号」を「前

各号」に改め、同号を同項第５号とし、同

項中第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、第１号を第２号とし、同号の前に次

の１号を加える。 

 ⑴ 建築計画書 

 第15条第１号の表備考中「消防用水」の

次に「若しくは同法第21条第１項に規定す

る消防水利」を加える。 

 第24条中「別表第３の２の部」を「別表

第３の２の項」に改める。 

 第26条第１項中第５号を第６号とし、第

１号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 建築計画書 

 別表第３の１の項の表備考第９項中「（前

項の規定を適用する場合には、当該数値か

ら１を減じた数値）」を「から１を減じた数

値」に改め、「施設等」の次に「（条例第18

条第１項に定める数値を超える環境空地又

は緑地その他区長が認めるものをいう。）」

を加え、同表備考第10項中「（第８項の規定

を適用する場合には、当該数値から１を減

じた数値）」を「から１を減じた数値」に改

め、同項後段を削り、同表備考第11項を次

のように改める。 

  11 前２項の規定は、あわせて適用す

ることができる。この場合において、

これらの規定により算出した数値に

１未満の端数が生じた際には、その

端数をいずれかの数値に割り振るも

のとする。 

 別表第３の１の項の表備考に次の１項を

加える。 

  12 第９項又は第10項の規定を適用す

る場合には、第８項に規定する空間

を設置するものとする。 

 別表第４備考第３項中「及び都市計画法

施行令第25条第６号の規定により設置され

る公園等」を削り、同表備考第６項中「別

表第３の１の部の表備考第８項」を「別表

第３の１の項の表備考第８項」に改める。 

 別表第５備考以外の部分中「第２条第10

号ア又はイ」を「第２条第11号ア又はイ」

に、「第２条第10号ウ」を「第２条第11号ウ」

に改める。 

 第１号の２様式第１面を次のように改め

る。 

様式省略 

 第１号の３様式第２面中「0.885㎥／個・

hr」を「0.933㎥／個・hr」に、「0.848㎥／

個・hr」を「0.906㎥／個・hr」に改める。 

 第３号様式及び第４号様式中「本届出書

には」の次に「、建築計画書」を加える。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。

ただし、第５条第２項第９号の改正規定

は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号の２様式、第１号の３様

式、第３号様式及び第４号様式の規定に

基づき作成された様式の用紙で現に残存

するものは、当分の間、修正して使用す

ることができる。 

                    

   世田谷区みどりの基本条例施行規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区みどりの基本条例施行規則（平

成17年４月世田谷区規則第77号）の一部を

次のように改正する。 

 第38条第１項及び第３項、第11号様式第

１面並びに第19号様式中「第29条」を「第

42条」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第11号様式の規定に基づき作成

された様式の用紙で現に残存するものは、

当分の間、修正して使用することができ

る。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第１号 

庁   中   一   般 

 世田谷区事案決定手続規程（昭和54年３

月世田谷区訓令甲第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 別表１の部中32の項を33の項とし、18の

項から31の項まで１項ずつ繰り下げ、17の

項の次に次のように加える。 

 

18 地方公務員法第22

条の２第１項第１号

に掲げる会計年度任

用職員及び同法第３

条第３項第３号に掲

げる特別職の非勤職

員（以下これらを「非

常勤職員」という。）

の選考及び任免に関

すること。 

  １ 非常勤職員の選考

を実施すること。 

２ 非常勤職員を任免

すること。 

 

 

 別表５の部人事課の款２の項部長決定の

欄第２号中「一般職の職員（地方公務員法

（以下この項において「法」という。）、第

22条の２第１項第１号に掲げる会計年度任

用職員（以下この項において「会計年度任

用職員」という。）を除く。」を「職員（」

に改め、同欄第３号中「職員」の次に「（非

常勤職員を除く。）」を加え、同欄第４号中

「一般職員」の次に「（係長、担当係長及び

主査を除く。）」を加え、同欄中第５号を削

り、第６号を第５号とし、第７号を第６号

とし、第８号を第７号とし、同款３の項部

長決定の欄第１号中「一般職の」を削る。 

                    

◎世田谷区訓令甲第２号 

庁  中  一  般 

総   合   支   所 

出     張     所 

 世田谷区出張所処務規程（平成３年４月

世田谷区訓令甲第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和７年２月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 第３条ただし書中「第１号」を「、第１

号」に改め、「、池尻まちづくりセンター、

下馬まちづくりセンター、新代田まちづく

りセンター、松沢まちづくりセンター、上

野毛まちづくりセンター、深沢まちづくり

センター、砧まちづくりセンター及び上北

沢まちづくりセンターにあっては第２号及

び第３号に掲げる事務を」を削る。 

                    

◎世田谷区訓令甲第３号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 

出     張     所 

 世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムに係る運用管理規程（平成14年８月世

田谷区訓令甲第27号）の一部を次のように

改正する。 

印 
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  令和７年２月17日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

 第５条第１号中「本人確認情報」を「本

人確認情報及び附票本人確認情報」に改め、

同条第２号中「本人確認情報」を「本人確

認情報及び附票本人確認情報」に、「及び」

を「並びに」に改め、同条第５号中「本人

確認情報」を「本人確認情報及び附票本人

確認情報」に改める。 

 第７条第１項中「若林まちづくりセンタ

ー、上町まちづくりセンター、上馬まちづ

くりセンター、梅丘まちづくりセンター、

代沢まちづくりセンター、松原まちづくり

センター、奥沢まちづくりセンター、九品

仏まちづくりセンター、祖師谷まちづくり

センター、船橋まちづくりセンター、喜多

見まちづくりセンター及び上祖師谷まちづ

くりセンターに限る」を「太子堂まちづく

りセンター、経堂まちづくりセンター、北

沢まちづくりセンター、等々力まちづくり

センター、用賀まちづくりセンター、二子

玉川まちづくりセンター、成城まちづくり

センター及び烏山まちづくりセンターを除

く」に改める。 

 第15条第１項中「本人確認情報及び」を

「本人確認情報、附票本人確認情報及び」

に改める。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第69号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原三丁目873番26 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.83メートル 

    幅 員  0.10メートルから 

         0.11メートルまで 

    面 積  0.65平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月３日 

                    

◎世田谷区告示第70号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区祖師谷四丁目1036番19の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.07メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.21メートルまで 

    面 積  1.71平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月３日 

                    

◎世田谷区告示第71号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂五丁目124番43の

内から124番46の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.92メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.09メートルまで 

    面 積  0.63平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月３日 

                    

◎世田谷区告示第72号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第73号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第74号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第75号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２の３第１項の規定に基づき、次のと

おり指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示する。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定納付受託者の名称及び所在地 

  ⑴ 名 称 世田谷区商店街振興組合

連合会 

  ⑵ 所在地 東京都世田谷区太子堂二

丁目16番７号世田谷産業

プラザ 

 ２ 指定納付受託者が行う納付事務に係

る歳入等 

    寄附金 

 ３ 指定納付受託者の指定をした日 

    令和７年２月３日 

                    

◎世田谷区告示第76号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月４日から

15日間世田谷区道路交通計画部道路管理課

において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    54－７ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区若林四丁目252番25から

252番20まで 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  18.49メートル 

    幅 員  0.82メートルから 

         0.86メートルまで 

    面 積  15.60平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月４日 

                    

◎世田谷区告示第77号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第６条の２

の規定に基づき、区管理道路線の供用を次

のように開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ252 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区若林四丁目252番19 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  20.77メートル 

    幅 員  0.67メートルから 

         0.74メートルまで 

    面 積  14.67平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月４日 

                    

◎世田谷区告示第78号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和７年２月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

令和７年３月21日（第768号）

－ 5－



 

 

令和７年３月21日（第768号） 

－ 6 － 

 １ 事業所の名称   ふくろうの家杉

並下高井戸 

 ２ 事業所の所在地  東京都杉並区下

高井戸三丁目32

番５号 

 ３ 事業者の名称   株式会社いちし

んウエルフェア 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年１月27

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第79号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年２月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第80号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の15第１項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25第１号及

び第59条の４第１項の規定により告示する。 

  令和７年２月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     ｔｏｏｃｏ

ｄａ 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区代田六

丁目16番15

号１Ｆ 

 ３ 申請者の名称     株式会社Ｍ

ｅｌｏｄｉ

ｎｅｓｔ 

 ４ 指定年月日      令和７年２

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 児童発達支

援・放課後

等デイサー

ビス 

                    

◎世田谷区告示第81号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２の３第１項の規定に基づき、次のと

おり指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示する。 

  令和７年２月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定納付受託者の名称及び所在地 

  ⑴ 名 称  株式会社日本決済情報

センター 

  ⑵ 所在地  東京都港区虎ノ門三丁

目８番27号 

 ２ 指定納付受託者が行う納付事務に係

る歳入等 

    施設利用料 

 ３ 指定納付受託者の指定をした日 

    令和７年２月５日 

                    

◎世田谷区告示第82号 

 令和７年第１回世田谷区議会臨時会を下

記により招集する。 

  令和７年２月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

記 

 １ 招集する年月日   令和７年２月

７日（金）午

後１時 

 ２ 招集する場 所   世田谷区議会

議場 

 ３ 案   件 

  ⑴ 議 案 

     令和６年度世田谷区一般会計補

正予算（第６次） 

  ⑵ 専 決 

     専決処分の承認（令和６年度世

田谷区一般会計補正予算（第５次）） 

  ⑶ 報 告 

     議会の委任による専決処分の報

告（自転車事故に係る損害賠償

額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（世田谷区立瀬田小学校改築

工事） 

     議会の委任による専決処分の報

告（世田谷区立瀬田小学校改築

電気設備工事） 

     議会の委任による専決処分の報

告（世田谷区立瀬田小学校改築

空気調和設備工事） 

     議会の委任による専決処分の報

告（世田谷区立瀬田小学校改築

給排水衛生設備工事） 

     議会の委任による専決処分の報

告（世田谷区立玉川野毛町公園

第１期改修工事） 

     議会の委任による専決処分の報

告（補助第216号線４号橋整備工

事（下部工）） 

     議会の委任による専決処分の報

告（塀損傷事故に係る損害賠償

額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（家屋損傷事故に係る損害賠

償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（自動車汚損事故に係る損害

賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（保健用消耗品の購入代金の

支払遅延に係る損害賠償額の決

定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（ワックスがけ作業の委託料

の支払遅延に係る損害賠償額の

決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（カーテン等設置作業の委託

料の支払遅延に係る損害賠償額

の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（スピーカーの修繕代金の支

払遅延に係る損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（証明写真の購入代金の支払

遅延に係る損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（郵券の購入代金の支払遅延

に係る損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（洗濯機ホースの修繕代金の

支払遅延に係る損害賠償額の決

定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（ポータブルスピーカーの購

入代金の支払遅延に係る損害賠

償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（ガス料金の支払遅延に係る

損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告（損害賠償請求事件に係る和

解） 

     令和６年10月分例月出納検査の

結果について 

     令和６年11月分例月出納検査の

結果について 

     令和６年12月分例月出納検査の

結果について 

     令和６年度定期監査の結果につ

いて 

                    

◎世田谷区告示第83号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬二丁目９番10地先無

番から９番６地先無番まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.19メートル 

    幅 員  1.06メートルから 

         1.07メートルまで 

    面 積  10.89平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月７日 

                    

◎世田谷区告示第84号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年２月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    12－Ｇ026 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区上馬二丁目９番10地

先無番から９番14地先無番ま

で 

   （新）世田谷区上馬二丁目９番１地

先無番から９番14地先無番ま

で 

 ３ 廃止の期日 

令和７年３月21日（第768号）

－ 6－



 

 

令和７年３月21日（第768号） 

－ 7 － 

    令和７年２月７日 

                    

◎世田谷区告示第85号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    33－54 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区下馬六丁目47番23の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.31メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  1.31平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月７日 

                    

◎世田谷区告示第86号 

 令和７年２月７日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

  令和７年２月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 令和６年度世田谷区一般会計補正予算

（第６次） 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第87号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 55－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区松原四丁目1050番７の内

から1053番９の内まで 

  ⑵ 世田谷区松原四丁目1053番９の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  19.18メートル 

    幅 員  0.56メートルから 

         0.65メートルまで 

    面 積  14.41平方メートル 

  ⑵ 延 長  11.50メートル 

    幅 員  0.01メートルから 

         0.05メートルまで 

    面 積  0.38平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月10日 

                    

◎世田谷区告示第88号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上祖師谷四丁目1142番２ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.27メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         0.64メートルまで 

    面 積  5.93平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月10日 

                    

◎世田谷区告示第89号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区経堂二丁目284番19から

284番15の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.00メートル 

    幅 員  0.62メートルから 

         0.65メートルまで 

    面 積  11.10平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月10日 

                    

◎世田谷区告示第90号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂二丁目342番１の

内から342番16まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  22.30メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  14.18平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月10日 

                    

◎世田谷区告示第91号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬一丁目570番３の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  6.82メートル 

    幅 員  0.22メートルから 

         0.24メートルまで 

    面 積  1.59平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月10日 

                    

◎世田谷区告示第92号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区上馬一丁目567番10の内 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  0.05メートル 

    幅 員  0.24メートルまで 

    面 積  0.01平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月10日 

                    

◎世田谷区告示第93号 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第58条の６第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認の辞退があっ

たので、同法第58条の11の規定に基づき、

別紙のとおり告示する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第94号 

 令和７年第１回世田谷区議会定例会を下

記により招集する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

記 

 １ 招集する年月日   令和７年２月

19日（水）午

後１時 

 ２ 招集する場 所   世田谷区議会

議場 

                    

◎世田谷区告示第95号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

令和７年３月21日（第768号）

－ 7－



 

 

令和７年３月21日（第768号） 

－ 8 － 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢四丁目49番１の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  16.07メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  10.27平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月12日 

                    

◎世田谷区告示第96号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年２月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第97号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    32－Ｄ391－07 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬三丁目873番24から

873番１まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.97メートル 

    幅 員  0.59メートルから 

         0.61メートルまで 

    面 積  7.20平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月14日 

                    

◎世田谷区告示第98号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢一丁目169番１の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.30メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  1.50平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月14日 

                    

◎世田谷区告示第99号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区等々力五丁目19番42の内

から19番44の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.66メートル 

    幅 員  1.27メートル 

    面 積  18.64平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月14日 

                    

◎世田谷区告示第100号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第101号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区船橋三丁目382番５の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.71メートル 

    幅 員  0.86メートルから 

         1.14メートルまで 

    面 積  13.52平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月18日 

                    

◎世田谷区告示第102号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｄ421－05 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原四丁目1088番７の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.80メートル 

    幅 員  0.19メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  2.89平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月18日 

                    

◎世田谷区告示第103号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年２月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第104号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    31－４ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区豪徳寺一丁目2027番３の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.63メートル 

    幅 員  0.08メートル 

    面 積  2.13平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月19日 

                    

◎世田谷区告示第105号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第79

条第１項の規定により指定居宅介護支援事

業者を指定したので、同法第85条第１号の

規定により告示する。 

  令和７年２月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  イコール世田谷ケ

アマネセンター 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区世

田谷四丁目１番１

号 

 ３ 事業者の名称  株式会社イコール 

 ４ 指定年月日   令和７年３月１日 

 ５ サービスの種類 居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第106号 

 令和６年４月１日世田谷区告示第233号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年２月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

    「３ 委託した日        
 本則中             を  
        令和６年４月１日」   

「３ 委託した日 

    令和６年４月１日 
             に訂正する。 
 ４ 指定した日 

    令和６年４月１日」 

 別紙中「東京都世田谷区粕谷４丁目13番

18号アネックス一杉」を「東京都世田谷区

粕谷３丁目30番15号」に、「東京都世田谷区

経堂２丁目１番33号」を「神奈川県川崎市

令和７年３月21日（第768号）

－ 8－



 

 

令和７年３月21日（第768号） 

－ 9 － 

麻生区万福寺３丁目１番２号」に、「東京都

世田谷区上北沢１丁目６番地12号」を「東

京都世田谷区桜上水２丁目25番６号」に訂

正する。 

                    

◎世田谷区告示第107号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区船橋三丁目215番10の内

から214番19の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.51メートル 

    幅 員  0.07メートルから 

         0.09メートルまで 

    面 積  0.87平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月21日 

                    

◎世田谷区告示第108号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区赤堤二丁目25番23の内か

ら25番18の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.55メートル 

    幅 員  0.79メートルから 

         0.88メートルまで 

    面 積  12.24平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月21日 

                    

◎世田谷区告示第109号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区岡本三丁目350番６ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.48メートル 

    幅 員  0.99メートルから 

         1.00メートルまで 

    面 積  8.47平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月21日 

                    

◎世田谷区告示第110号 

 車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

 この関係図面は、令和７年２月21日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 路線名 

    特別区道 

 ２ 指定区間 

    世田谷区松原五丁目22番先から世

田谷区松原五丁目11番先まで 

 ３ 指定年月日 

    令和７年２月21日 

                    

◎世田谷区告示第111号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和７年２月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   デイサービスい

のち 

 ２ 事業所の所在地  東京都渋谷区富

ヶ谷一丁目34番

８号１階 

 ３ 事業者の名称   特定非営利活動

法人いのち 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年２月14

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第112号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区北烏山七丁目2266番58 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  9.27メートル 

    幅 員  0.71メートルから 

         0.74メートルまで 

    面 積  6.99平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月25日 

                    

◎世田谷区告示第113号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区成城三丁目1237番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.97メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  5.68平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月25日 

                    

◎世田谷区告示第114号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区玉川台二丁目194番９ 

 ３ 変更の区域 

    面 積  0.60平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月25日 

                    

◎世田谷区告示第115号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    45－13 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水二丁目624番63 

 ３ 変更の区域 

    延 長  2.69メートル 

    幅 員  0.98メートル 

    面 積  2.66平方メートル 

４ 供用開始の期日 

    令和７年２月25日 

                    

◎世田谷区告示第116号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和７年２月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   デイ・ホームた

令和７年３月21日（第768号）
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まがわ 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

野毛二丁目４番

４号 

 ３ 事業者の名称   社会福祉法人老

後を幸せにする

会 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年２月12

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第117号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢二丁目460番１の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.70メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  1.78平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月26日 

                    

◎世田谷区告示第118号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林一丁目12番98の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.71メートル 

    幅 員  0.71メートル 

    面 積  4.08平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月26日 

                    

◎世田谷区告示第119号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    58－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上祖師谷四丁目1125番９

の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  2.53メートル 

    幅 員  0.58メートルから 

         0.59メートルまで 

    面 積  1.49平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月26日 

                    

◎世田谷区告示第120号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区駒沢二丁目980番28の内

から980番27まで 

  ⑵ 世田谷区駒沢二丁目980番28の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  8.76メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  2.86平方メートル 

  ⑵ 延 長  10.86メートル 

    幅 員  0.46メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  6.81平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月26日 

                    

◎世田谷区告示第121号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の２第１項の規定により指定地域密着型

サービス事業者を指定したので、同法第78

条の11第１号の規定により告示する。 

  令和７年２月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  看多機かえりえ上

北沢 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区上

北沢三丁目32番13

号 

 ３ 事業者の名称  株式会社やさしい

手 

 ４ 指定年月日   令和７年３月１日 

 ５ サービスの種類 看護小規模多機能

型居宅介護 

                    

◎世田谷区告示第122号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年２月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ026 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区梅丘二丁目1364番17

地先無番から1364番17地先無

番まで 

   （新）世田谷区梅丘二丁目1364番36

地先無番 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年２月27日 

                    

◎世田谷区告示第123号 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法

（平成７年法律第39号）第３条第１項の規

定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路

を指定したので、 同条第４項の規定により、

次のとおり公示する。 

  令和７年２月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定年月日 

    令和７年２月27日 

 ２ 指定区間 

    世田谷区成城六丁目６番から15番

先まで 

 ３ 指定区域 

    延 長  312.01メートル 

    幅 員  11.37メートルから 

         11.78メートル 

                    

◎世田谷区告示第124号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年２月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第125号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和７年２月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   グリーンメディ

デイサービスセ

ンター明大前 

 ２ 事業所の所在地  東京都杉並区和

泉二丁目５番60

号 

 ３ 事業者の名称   株式会社ライフ

タイムメディ 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年２月３

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第126号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

令和７年３月21日（第768号）
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    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区玉堤二丁目2694番38 

 ３ 変更の区域 

    面 積  0.99平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月28日 

                    

◎世田谷区告示第127号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    63－15 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上祖師谷二丁目328番44 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.26メートル 

    幅 員  0.75メートル 

    面 積  6.42平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月28日 

                    

◎世田谷区告示第128号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区北沢五丁目847番13の内 

  ⑵ 世田谷区北沢五丁目847番13の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  6.56メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.15メートルまで 

    面 積  0.77平方メートル 

  ⑵ 延 長  13.43メートル 

    幅 員  0.61メートルから 

         0.62メートルまで 

    面 積  9.55平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月28日 

                    

◎世田谷区告示第129号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年２月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年２月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北沢五丁目788番８の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.62メートル 

    幅 員  0.99メートルから 

         1.09メートルまで 

    面 積  10.02平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年２月28日 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第７号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年２月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

宇奈根三丁目 

 253番２ 

 253番８ 

 253番９ 

 253番20 

 253番23の一部 

 253番25の一部 

 255番１ 

 255番６ 

東京都豊島区 

池袋二丁目38番７号 

加藤ビル２Ｆ 

株式会社ハウジング

ウエスト 

代表取締役 駒木 

知彦 

                    

◎世田谷区公告第８号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したいの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第17条第１項の規定により、次のとおり

公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に

供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画緑地第105号粕谷四

丁目緑地 

 ２ 都市計画を定める土地の区域 

    変更する部分 

     世田谷区粕谷四丁目地内 

 ３ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区みどり33推進担当部

公園整備利活用推進課並びに世田谷

区世田谷総合支所、世田谷区北沢総

合支所、世田谷区玉川総合支所、世

田谷区砧総合支所及び世田谷区烏山

総合支所街づくり課 

 ４ 縦覧期間 

    令和７年２月14日から同月27日ま

で 

 ５ 意見書の提出先 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区公告第９号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したいの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第17条第１項の規定により、次のとおり

公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に

供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画地区計画上用賀四丁

目地区地区計画 

 ２ 都市計画を定める土地の区域 

    変更する部分 

     世田谷区上用賀四丁目及び上用

賀六丁目各地内 

 ３ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課 

 ４ 縦覧期間 

    令和７年２月14日から同月27日ま

で 

 ５ 意見書の提出先 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区公告第10号 

 世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第14条第１項の規定に

より、地区街づくり計画の案を次のとおり

公告するとともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その案に係る区域内の地区住民等

は、縦覧期間満了の日までに、本地区街づ

くり計画の案に対する意見を区長に対し、

文書により提出することができる。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区街づくり計画の名称 

    世田谷区上用賀四丁目地区地区街

づくり計画 

 ２ 地区街づくり計画を策定する土地の

位置及び区域 

    世田谷区上用賀四丁目及び上用賀

六丁目各地内 

 ３ 地区街づくり計画の案の縦覧場所 

    世田谷区世田谷総合支所、世田谷

区北沢総合支所、世田谷区玉川総合

支所、世田谷区砧総合支所及び世田

谷区烏山総合支所各街づくり課並び

に世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ４ 縦覧期間及び意見書の提出期間 

    令和７年２月14日から同月27日ま

で 

 ５ 意見書の提出先 

    世田谷区玉川総合支所街づくり課 

                    

令和７年３月21日（第768号）

－ 11 －
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◎世田谷区公告第11号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年２月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

祖師谷六丁目 

 778番４ 

 778番16 

 778番17 

 778番18 

 778番19 

 778番20 

 779番１ 

 779番20 

 779番21 

 779番22 

東京都新宿区 

西新宿一丁目26番２

号 

野村不動産株式会社 

代表取締役 松尾 

大作 

                    

◎世田谷区公告第12号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年２月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

千歳台二丁目 

 223番１の一部 

 779番１の一部 

 779番７ 

 779番８ 

 779番11 

 779番13 

 779番22 

 779番23 

 779番24 

 779番25 

 779番26 

 779番27 

 779番28 

 779番29 

 779番30 

 779番31 

 779番32 

 779番33 

 779番34 

 779番35 

 779番36 

東京都新宿区 

西新宿一丁目26番２

号 

野村不動産株式会社 

代表取締役 松尾 

大作 

                    

◎世田谷区公告第13号 

 世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第９項第３項において

準用する同条例第９条第１項の規定により、

都市整備方針の変更の案を次のとおり公告

するとともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、同条例第３条第３号に規定する区

民等は、縦覧期間満了の日までに、都市整

備方針の変更の案に対する意見を区長に対

し、文書により提出することができる。 

  令和７年２月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市整備方針の名称 

    世田谷区都市整備方針「第二部「地

域整備方針（後期）」」 

 ２ 都市整備方針の変更の案の縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課 

 ３ 縦覧期間及び意見書の提出期間 

    令和７年２月18日から同年３月３

日まで 

 ４ 意見書の提出先 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課 

                    

◎世田谷区公告第14号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第62

条第１項の規定による都市計画事業の関係

図書の写しの送付を受けたので、同条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和７年２月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画公園事業第４・４・

６号二子玉川公園 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ３ 施行者の名称 

    世田谷区 

 ４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

 ５ 事業地の所在 

    収用の部分 

     変更なし 

    使用の部分 

     変更なし 

                    

◎世田谷区公告第15号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第62

条第１項の規定による都市計画事業の関係

図書の写しの送付を受けたので、同条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和７年２月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画緑地事業第73号大蔵

緑地 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ３ 施行者の名称 

    世田谷区 

 ４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

 ５ 事業地の所在 

    収用の部分 

     変更なし 

    使用の部分 

     なし 

                    

◎世田谷区公告第16号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第62

条第１項の規定による都市計画事業の関係

図書の写しの送付を受けたので、同条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和７年２月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画公園事業第９・６・

５号砧公園 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ３ 施行者の名称 

    世田谷区 

 ４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

 ５ 事業地の所在 

    収用の部分 

     変更なし 

    使用の部分 

     なし 

                    

◎世田谷区公告第17号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第62

条第１項の規定による都市計画事業の関係

図書の写しの送付を受けたので、同条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和７年２月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画緑地事業第64号成城

みつ池緑地 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ３ 施行者の名称 

    世田谷区 

 ４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

 ５ 事業地の所在 

    収用の部分 

     変更なし 

    使用の部分 

     なし 

                    

◎世田谷区公告第18号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第62

条第１項の規定による都市計画事業の関係

図書の写しの送付を受けたので、同条第２

令和７年３月21日（第768号）

－ 12 －



 

 

令和７年３月21日（第768号） 

－ 13 － 

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和７年２月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画緑地事業第64号成城

みつ池緑地 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ３ 施行者の名称 

    世田谷区 

 ４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

 ５ 事業地の所在 

    収用の部分 

     世田谷区成城四丁目地内 

    使用の部分 

     なし 

                    

◎世田谷区公告第19号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第62

条第１項の規定による都市計画事業の関係

図書の写しの送付を受けたので、同条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供する。 

 また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和７年２月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画公園事業世田谷第１

号下代田公園 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

 ３ 施行者の名称 

    世田谷区 

 ４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

 ５ 事業地の所在 

    収用の部分 

     世田谷区代沢三丁目及び代沢四

丁目地内 

    使用の部分 

     なし 

                    

◎世田谷区公告第20号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年２月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

等々力八丁目 

 81番15の一部 

東京都世田谷区 

等々力八丁目８番19

号 

髙橋 義雄 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第１号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則（令和元年10月世田谷区

教育委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

学級経営支

援教員 

１ 区立小学校における教

員の学級経営に係る巡回

指導に関すること。 

２ 区立小学校における児

童の授業等の指導、進路

指導、生活指導その他の

教育に係る指導に関する

こと。 

３ 区立小学校における一

時的な欠員代替業務に関

すること。 

４ 前３号に掲げるものの

ほか、委員会が区立小学

校における教員の学級経

営の支援の必要があると

認めたこと。 

三宿中学校

夜間学級支

援教員 

区立三宿中学校における夜

間学級業務の支援に関する

こと 

 別表第２に次のように加える。 

学級経営支

援教員 

別表第１に掲げる学級経営

支援教員の職務を遂行する

ために必要な知識及び経験

を有すると認められる者 

三宿中学校

夜間学級支

援教員 

別表第１に掲げる三宿中学

校夜間学級支援教員の職務

を遂行するために必要な知

識及び経験を有すると認め

られる者 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年２月28日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第２号 

 世田谷区立図書館館則の一部を改正する

規則 

世田谷区教育委員会規則第３号 

 世田谷区立学校施設使用条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第４号 

 世田谷区立学校施設の開放に関する規則

の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区立図書館館則の一部を改正

する規則 

 世田谷区立図書館館則（昭和57年６月世

田谷区教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条第１項中「午前10時」を「午前９

時」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年５月22日から施行

する。 

                    

   世田谷区立学校施設使用条例施行規

則の一部を改正する規則 

 世田谷区立学校施設使用条例施行規則

（昭和52年４月世田谷区教育委員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２校庭の部夜間照明（小学校）の

項中「880円」を「1,120円」に改め、同部夜

間照明（中学校）の項中「1,320円」を「1,690

円」に改め、同表庭球場の部夜間照明の項

中「660円」を「840円」に改め、同表小ホ

ールの部照明器具の項中「150円」を「190

円」に、「100円」を「120円」に、「750円」

を「960円」に改め、同部ピアノの項中「1,000

円」を「1,280円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第２の規

定は、令和７年10月１日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用

に係る使用料については、なお従前の例

による。 

                    

   世田谷区立学校施設の開放に関する

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区立学校施設の開放に関する規則

（昭和53年11月世田谷区教育委員会規則第

９号）の一部を次のように改正する。 

 別表３の部体育館（池尻小学校東側体育

館を除く。）の項中「（池尻小学校東側体育

館を除く。）」を削り、同部池尻小学校東側

体育館の項を削り、同表６の部教室（池尻

小学校東側体育館内音楽室、多目的室及び

会議室を除く。）の項中「（池尻小学校東側

体育館内音楽室、多目的室及び会議室を除

く。）」を削り、同部池尻小学校東側体育館

内音楽室、多目的室及び会議室の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

告   示（教） 
                    

◎世田谷区教育委員会告示第１号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

報酬の額に関する規程（令和２年４月１日

世田谷区教育委員会告示第１号）の一部を

次のように改正する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区教育委員会 

 本則の表備考以外の部分に次のように加

える。 

令和７年３月21日（第768号）

－ 13 －
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学級経営支援教員 月額 166,425円 33,285円 199,710円 

三宿中学校夜間学級支援教員 月額 200,788円 40,157円 240,945円 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第１号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22

条第１項の規定により令和７年３月１日現

在における選挙人名簿の登録を行う日を次

のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭

和25年政令第89号）第14条第１項の規定に

より告示する。 

  令和７年２月14日 

世田谷区選挙管理委員会 

 登録を行う日  令和７年３月３日 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第２号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第19回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和７年２月21日 

    世田谷区農業委員会会長 

 宍 戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和７年２月28日（金） 

午後４時00分 

 ２ 開催場所 三軒茶屋しゃれなあどホ

ール スワン・ビーナス 

 ３ 審議事項 

  ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可

申請について 

  ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転用

届出について 

  ⑶ 第３号議案 その他の事項につい

て 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第２号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２の８第３項及び第199条第６項の規定

により実施した職員の賠償責任及び長の要

求監査結果報告書を、公表する。 

  令和７年２月10日 

世田谷区監査委員 田 中 文 子 

同        市 川   穣 

同        下 山 芳 男 

同        髙 橋 昭 彦 
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